
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ規約 
 

 

 

 

 

 



AQ Fitnessclub クラブ規約 

 

名称及び所在地 

第 1 条 

本クラブの名称は「AQ Fitnessclub」とし、所在地は「兵庫県尼崎市昭和通 2 丁目 7－1 ニューアルカイックビル 4 階」で

す。（以下「本クラブ」といいます） 

運 営 

第 2 条 

本クラブの運営・管理は株式会社アクアティックが行います。 

目 的 

第 3 条 

本クラブは、入会された会員が心身の健康の維持・増進を図り、QOL 向上に貢献することを目的とします。 

入会資格 

第 4 条 

①本クラブの入会資格は、各会員種別の要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し、本規約を承諾した方とします。 

②会員の円滑なクラブ利用に支障を来す可能性がある方、本クラブが不適当と認める方は入会資格がありません。また、入

会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。 

入会手続 

第 5 条 

①本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得て、諸費用をお支払いいただきます。 

②入会する本人が未成年者の場合は、保護者の連名で申込みが必要になります。この場合保護者は、自ら会員になった場

合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。 

入会金 

第 6 条 

会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、一旦納入した入会金は返

還しません。 

資格停止 

第 7 条 

本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。 

一 本クラブの定める会費・諸費用を、3 ヶ月以上滞納したとき。 

（資格停止の場合も停止以前の会費・諸費用は全て納入していただきます） 

二 本クラブの施設を故意に毀損したとき。 

三 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。 

四 クラブスタッフや他会員に対しての暴力行為、危険行為、犯罪行為を行ったとき。 

五 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。 

会員資格の喪失 

第 8 条 

会員は、退会時にその資格を失います。資格を喪失した場合には、会員証その他本クラブから貸与されている物品がある場

合には速やかに返還してください。 

 



会員資格の譲渡禁止 

第 9 条 

会員は、その会員資格を他に譲渡、相続する事はできません。 

会員証 

第 10 条 

①本クラブは、会員に対して会員証を貸与します。なお、会員が本クラブを利用しようとするときは、会員証を提示しなければ

なりません。 

②会員証を紛失した際には、会員証を再発行しなければなりません。再発行には 500 円（税込）が必要になります。 

会費等の支払 

第 11 条 

会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方

法等は本クラブが定めるものとします。 

（月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生しま

す） 

施設利用料 

第 12 条 

会員は、本クラブを利用する際に別途施設利用料を定める施設については、その定められた施設利用料を支払わなければな

りません。 

休 会 

第 13 条 

①会員は、各月の月末（月末が休館日の場合前営業日）までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から

休会することができます。 

②一回の届出による休会期間は 1 ヶ月から 3 ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の月末

までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。（最長、連続 6 か月間ま

で） 

会員種別の変更 

第 14 条 

会員は、各月の月末（月末が休館日の場合は前営業日）までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から

会員種別を変更することができます。 

退 会 

第 15 条 

会員は、各月の月末（月末が休館日の場合は前営業日）までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末

限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けできません。月末を過ぎた場合は、翌月末日扱いになりま

す。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。 

変更事項 

第 16 条 

会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出てください。 

ビジターの利用 

第 17 条 

①会員以外の方（以下「ビジター」といいます）も本クラブを利用することができます。ビジター利用者も、本クラブの施設を利

用するにあたり、本規約を遵守するものとします。 



②都ホテル尼崎に宿泊されている方は、特別利用料金で本クラブを利用する事ができます。 

③法人チケットで施設を利用する際にも、本規約を遵守するものとします。 

休 業 

第 18 条 

本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その他、諸施設の補修、本クラブの都合な

どにより休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として 2 週間前までに館内掲示します。ただし、施設安

全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の

施設を休業することができるものとします。 

施設の廃止・利用制限等 

第 19 条 

①本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。 

一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。 

二 施設の改造または補修工事実施のとき。 

三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。 

四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。 

五 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。 

②本クラブは、施設を利用してスイミングスクールをはじめ、種々のスポーツスクール等をあらかじめ館内掲示することにより開催

することができます。なお、会員はこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場

合、会員に対する補償はいたしません。 

③特別行事等を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項のスクールの開催の規定

を準用します。 

会員の利用及び事故 

第 20 条 

①会員は、自己の責任において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。 

②本クラブは、会員が施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責

任は負いません。会員同士のトラブルについても同様とします。 

③会員は、本クラブにおいて危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を

得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。 

諸費用の改定 

第 21 条 

本クラブは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができ

ます。この場合、本クラブは改定日の 1 ヶ月以上前までに施設内への掲示及び施設ホームページにて会員に告知するものと

します。 

改 定 

第 22 条 

本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶも

のとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示

及び施設ホームページにて会員に告知するものとします。 

 

 



マナーについてのお願い 

 

全ての施設利用者の方に、気持ちよく施設を利用していただくために、以下に示すようなマナーを意識しての利用をお願い致し

ます。 

 

以下の行為はご遠慮ください。 

1. 奇声を上げる、大声で怒鳴るなどの迷惑行為。  

2. 施設、備品などを破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為。 

3. 器具、その他の備品の本クラブ外への持ち出し行為。 

4. 危険物及び不衛生な物（異臭を放つ物など）を館内に持ち込む行為。 

5. 動物を館内に連れ込む行為。（介助犬などはこれに含みません） 

6. 施設利用者またはスタッフ等に対する物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為。ビラ等の配布、はり

紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為。  

7. 施設利用者、スタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷 する行為。 

8. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等、 業務を妨げる行為。 

9. 施設内での喫煙（電子タバコ、無煙タバコを含む） 

10. 他人の施設利用を妨げる行為。  

11. 飲酒をしての施設利用。 

12. 社会通念上、不当または過度な要求行為。 

13. 高額な金銭、物の館内への持ち込み。 

14. 施設（マシン、プールの遊泳レーンなど）を長時間独占する行為。 

15. 施設・備品などを本来の目的以外の用途で用いる行為。 

16. 入館時間を守らず入館する行為及び、退館時間を守らず滞在する行為。 

 

その他 

17．刺青やタトゥーがある場合には、他の利用者の方から見えないようにして利用してください。 

18．スタッフの指示には従うようにお願いします。 

 

 

 

 

本規約は、2022 年 8 月 3 日より施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設利用案内 

 

営業時間    平日    9:00～21:00 

          土曜   9:00～21:00 

          日祝   9:00～18:00 

               ＊最終受付時間は閉館 30 分前、各施設利用可能時間は閉館 10 分前までになります。 

 

休館日          毎週火曜日 

          年末年始休館（12 月 28 日～1 月 4 日） 

          施設メンテナンス休館（毎年秋口に約 1 週間） 

               ＊詳細は施設営業カレンダーをご覧ください。 

 

会員区分                                                                    

 区分 利用可能時間 対象 月会費 

フィットネス 

マスター 全営業時間 16 歳以上 9,900 円 

デイ 平日の 9:00～16:00 16 歳以上 7,700 円 

学生 全営業時間 
学生 

＊中学生以上 
5,500 円 

＊学生会員に申し込まれる際には、学生証の提示が必要になります。 

 

その他費用 

入会金 3,300 円 

休会費 1,650 円 

 

ビジター利用 

区分 利用可能時間 利用可能施設 対象 料金 

ビジター 

営業時間内の当日 1 回利用 

全施設 

16 歳以上 3,300 円 

ホテルビジター 
ホテル宿泊者 

16 歳以上 
1,500 円 

ホテル温浴 温浴施設 ホテル宿泊者 
500 円 

＊小学生未満は無料 

＊16 歳未満の方の利用は、保護者の方同伴での利用になります。また、小学生以上のお子様は、それぞれの性別の更衣

室、温浴施設をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 



レンタル用品 

品名 レンタル代金 品名 レンタル代金 

トレーニングウェア 300 円 水着 300 円 

ハーフパンツ 300 円 スイムキャップ 300 円 

トレーニングシューズ 300 円 ゴーグル 300 円 

タオル（大・小） 300 円 
プールセット 

（水着・スイムキャップ・ 

           ゴーグル・タオル） 

600 円 トレーニングセット 

（トレーニングウェア・ハーフパンツ・ 

トレーニングシューズ・タオル） 

600 円 

 

レンタルロッカー     施設にはレンタルロッカーを用意しております。利用をご希望される方は、受付にてお申込みください。

なお、レンタルロッカーは月極での利用になります。月の途中からの申込みであっても、利用料金の日

割り計算は行いません。 

区分 おおよそのサイズ 月額料金 

大 H36cm  W40cm  D45cm 3,000 円 

中 H33cm  W27cm  D30cm 2,000 円 

小 H16cm  W27cm  D30cm 1,000 円 

 

 

駐車場          施設には地下駐車場を備えております。通常利用であれば 1 時間 600 円になりますが、施設利用       

者の方には、受付にて 1 時間 300 円の割引券を販売させていただきます。 

 

駐輪場          施設へ自転車でお越しの方は、下記地図に示している駐輪場をご利用ください。なお、自転車駐輪

の際には、歩道へはみ出さないようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 2 号線 至 神戸 ⇒ ⇐ 至 大阪 

アルカイックホール 
ニューアルカイックビル 

都ホテル 

AQ Fitnessclub 

エレベーターで 4 階へ 

駐車場 

地下へ 

駐輪場 



駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐輪場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自転車は、必ず所定の駐輪場に駐輪するようにしてください。「ファミリーマート FC 尼崎

南警察署前店」や、その他の歩道上には絶対に止めないようにしてください。 

 

 

① 

「尼崎南警察署前」

の交差点を北に曲が

ります。 

（大阪方面に向かっ

て左折） 

② 

都ホテルの入口から

入ります。 

③ 

まっすぐ進むと、地下

駐車場への入口があ

ります。 

① 

「尼崎南警察署前」

の交差点を北に曲が

ります。 

（大阪方面に向かっ

て左折） 

② 

突き当りの尼崎成良

中学校の前を左に曲

がります。 

③ 

少し進むと駐輪場が

あります。駐輪場に

は、歩行者の通路を

確保できるように整

理して駐輪するように

してください。 

④ 

都ホテルの入口の隣

に、AQ フィットネスク

ラブへの入口がありま

す。 

ここの４階が AQ フィ

ットネスクラブになりま

す。 



会員利用 

 

 

会費の納入         月会費は毎月 13 日（当日が土日祝の場合には翌日）に、指定された銀行口座から引き落

とされます。（当月分の会費になります） 

 

休会費            休会届を提出することにより、休会することが出来ます。休会期間中は月会費の引き落としがスト

ップされ、毎月 1,650 円の休会費用が引き落とされます。 

                 （レンタルロッカーなどを契約されている場合には、その費用は引き落とされます） 

 

 

諸届の提出         各諸届（休会、会員区分変更、会員情報変更）は、インターネット 

より行ってください。詳細方法につきましては、右記をご確認ください。

https://aqfit.net/aqfit2022/web2022.pdf 

 

 

アカウントの登録方法は右記をご確認ください。 

https://aqfit.net/aqfit2022/account2022.pdf 

 

 

退会              会員を退会される際には、退会届を施設受付に提出していただく必要があります。退会届用紙

は受付で受領してください。 

 

 

施設からの連絡       台風や施設修繕などに伴う臨時休館時など、施設からの連絡は基本的 

には電子メールの配信や、館内掲示、ホームページや SNS への掲載にて 

行います。登録方法は右記をご確認ください。 

https://aqfit.net/aqfit2022/mail2022.pdf 

 

 

ロッカーの使用方法     更衣室内のロッカーは、会員証をロッカーの扉裏のホルダーに挿入することにより鍵を閉めることが

出来ます。ロッカーキーの管理はご自身で行い、もし紛失された場合には実費（3,300 円）で

弁償していただきますのでご了承ください。 

 

 

インターネットへのログイン 上記インターネット各種登録は、右記のログインサイトより実施してください。 

                 https://www.e-atoms.jp/AQUATICWebUser/Account/LogIn 

 

 

 

 

https://aqfit.net/aqfit2022/web2022.pdf
https://aqfit.net/aqfit2022/account2022.pdf
https://aqfit.net/aqfit2022/mail2022.pdf
https://www.e-atoms.jp/AQUATICWebUser/Account/LogIn


トレーニングジム利用時の注意事項 

 

・ マシンや各種機器、ストレッチマットなどの利用後は、各自専用のタオルで汚れや汗を拭きとってください。 

・ トレーニングジム内では、トレーニングシューズ（上履き）を履いてください。 

・ スマートフォンや携帯電話はマナーモードに設定し、通話は室外で行ってください。 

・ マシンなどの機器類は譲り合ってご利用ください。 

・ 写真や動画を撮影する際には、他の利用者の方が写りこまないように注意してください。 

（SNS などへの投稿において、施設が不適切であると判断した際には削除をお願いすることがあります） 

・ マシンや機器類は丁寧に扱ってください。破損した場合には実費で弁償していただくこともあります。 

・ トレーニングジム内での食事はご遠慮ください。 

（飲み物など、施設が認めるものについては上記の限りではありません） 

・ トレーニングマシンに荷物などを置いての場所取りや、マシンに座っての休憩はご遠慮ください。 

・ その他、施設が不適切と認めるものの持ち込みや行為はご遠慮ください。 

 

 

 

スタジオ利用時の注意事項 

 

・ スタジオレッスンには定員がございます。先着順での参加になります。レッスン開始 30 分前より受付前にて参加申し込みを

開始いたします。 

   （新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を絞っております。ご了承ください） 

・ 有料レッスン以外は自由に参加いただけます。 

・ スタジオスケジュールは半年に 1 度改編させていただきます。内容詳細はスタジオスケジュール表をご確認ください。 

・ スタジオレッスンは、レッスン開始後の入場は出来ません。 

・ スタジオレッスンには、直接インストラクターが指導するレッスンと、映像によるバーチャルレッスンがございます。 

・ スタジオ内での食事はご遠慮ください。飲み物を持ち込む際には、水筒か蓋つきのペットボトルのみになります。 

・ 他の参加者の方の迷惑になるような行為はご遠慮ください。 

 

 

 

中学生の方のトレーニングジム利用について 

 

学生会員は中学生から会員登録が可能になり、会員の方であればトレーニングジムの利用も可能になります。しかし、トレーニ

ングマシン自体はサイズの大きなものが多く、成長期に誤った方法で利用をしますと怪我をする可能性が出てきます。トレーニン

グマシンの使用方法については、しっかりと理解した上での利用をお願い致します。また、スタッフが安全上問題があると判断し

た場合には、トレーニングマシンの利用を中止していただくこともありますので、ご了承ください。 

 

 



プール利用時の注意事項 

 

・ 水着を着用し、必ずシャワーを浴びてからプールに入ってください。 

・ 採暖室やトイレ利用後は、必ずシャワーを浴びてください。 

・ トレーナー、T シャツなどの衣類を着用しての入水はご遠慮ください。 

・ 他の利用者に危害を加える恐れのあるような貴金属類は外してください。 

・ 眼鏡を着用してプールを利用する際には、眼鏡バンドを着用ください。遊泳時には眼鏡は外すようにしてください。 

・ プール内での食事はご遠慮ください。 

（飲み物など施設が認めるものについては上記の限りではありません） 

・ プール内に缶やビンなどの持ち込みはご遠慮ください。 

・ 潜水や飛び込みはご遠慮ください。 

・ プール利用の際にはレーン看板の案内に沿った利用をお願い致します。 

・ プールサイドは走らないでください。 

・ 遊泳される場合には、必ず水泳帽子を着用してください。 

（水中ウォーキングのみの利用の際には、水泳帽子は必要ありません） 

・ 遊泳される場合には、化粧は落としてください。 

・ プールから更衣室に入られる際には、体の水分をよく拭き取ってから入室してください。 

・ スマートウォッチなどの電子デバイスを利用される際には、周囲に注意してご利用ください。 

・ プール内では写真や動画の撮影はご遠慮ください。 

・ スイミングスクール開催時（水曜、木曜、金曜の 16 時から 18 時、土曜の 9 時から 11 時）は、プールはスイミング専用

になるため、他の会員様のご利用はできません。 

・ 親子教室時（水曜、木曜、金曜、土曜の 11 時から 12 時）はレーンを制限させてもらいます。 

・ イベントや専用利用の際に、レーンを制限する場合があります。 

・ その他、施設が不適切と認めるものの持ち込みや行為はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



温浴施設利用時の注意事項 

 

・ タオル、バスタオルはご持参ください。（レンタルタオルもご用意しております） 

・ シャンプー、リンス、ボディソープは浴室内に備え付けております。 

・ 小学校 1 年生以上の混浴はお断りさせていただいております。 

・ 浴室内には食べ物は持ち込まないようにしてください。飲み物は持ち込めますが、ペットボトルか水筒に限ります。 

・ 皆様が気持ちよく利用いただけるように、温浴マナーを守ってのご利用をお願い致します。 

・ 他の利用者の方への迷惑行為や、公衆衛生上不衛生な行為はご遠慮ください。 

 

 

更衣室利用時の注意事項 

 

・ お荷物はロッカーをご利用いただき、お客様ご自身の責任において管理してください。 

  （施設内での盗難などは、施設は一切責任を負いません） 

・ 更衣室内では、写真や動画の撮影はご遠慮ください。 

・ その他、施設が不適切と認める行為はご遠慮ください。 

 


